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はじめに 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下「法」という。）」第２６条の規定に基づき、

教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行状況について点検及び評価を行い、そ

の結果に関する報告書を議会に提出するとともに公表しなければならない。点検及び評価を行うに

当たっては、教育に関して学識経験を有する者の知見の活用を図ることとなっており、本市教育委

員会では、平成２２年度から教育評価委員会を設置し、その対応を行ってきた。 

その一方で、平成２８年度から市長部局による本市全体の施策評価を行っており、教育委員会事

業もその対象となることから、平成２９年度からは本市の施策評価の手法に則り、市長部局が設置

する総合計画等推進委員会において協議することとした。その際、自己評価を客観的な視点で点検

するとともに、事業に対する改善点の指摘や提案等を踏まえて、評価結果と対応方針を教育委員会

において決定した。本書は、教育委員会の作成した点検及び評価に対し、教育に関して学識経験を

有する者からの意見を加え報告書とするものである。 

 

【点検及び評価の流れ】 

 

 ○地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

 第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育長に委

任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規定により事務局職員等に委

任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その

結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者

の知見の活用を図るものとする。 



 - 3 - 

 

１ 教育委員会の活動について 

（１）教育委員会会議の開催状況 

教育委員会会議については、原則として毎月１回「定例教育委員会」を、また必要に応じて「臨

時教育委員会」を開催している。平成２９年度については、会議を合計１７回開催した。 

①定例教育委員会 ・・・１２回 

②臨時教育委員会 ・・・５回 

 

（２）教育委員会会議での審議状況 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第２１条に定める職務については、同法第２５条

及び「宗像市教育委員会事務委任規則」の規定等に基づき、平成２９年度は審議案件が６２件、協

議案件が３件、報告案件が１３２件であった。 

【審議案件の内訳】 

①教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針   １２件 

②教育委員会規則の制定及び改廃           ２０件 

③職員（教職員を含む）の人事に関すること       ５件 

④法令又は条例に定めのある附属機関の委員の委嘱   １１件 

⑤教科書の採択に関すること              １件 

⑥その他                      １３件 

 

 

平成２９年度 教育委員会審議案件等一覧表 

①審議案件 

議案番号 議  題 委員会名 

第１号 宗像市スポーツ推進委員の委嘱について ４月定例 

第２号 宗像市市民文化・芸術活動審議会委員の委嘱について ４月定例 

第３号 宗像市幼児教育審議会委員の委嘱について ４月定例 

第４号 宗像市尐年尐女海外派遣使節団選考委員の選出について ４月定例 

第５号 第３地区教科用図書採択協議会委員の推薦について ４月定例 

第６号 宗像市世界遺産保存活用検討委員会委員の委嘱について ５月定例 

第７号 宗像市体育施設条例の一部を改正する条例について ５月定例 

第８号 宗像市スポーツ推進審議会委員の委嘱について ５月定例 

第９号 宗像市学校給食審議会委員の委嘱について ５月定例 

第１０号 宗像市就学指導委員会委員の委嘱について ５月定例 

第１１号 宗像市スポーツ推進委員の委嘱について ６月定例 

第１２号 宗像市体育施設の指定管理について ６月定例 

第１３号 宗像市弓道場の指定管理について ６月定例 
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議案番号 議  題 委員会名 

第１４号 
宗像市立小中学校の適正規模・適正配置等に関する基本方針（案）及び

パブリックコメントの実施について 
７月定例 

第１５号 平成３０年度使用第３地区小学校教科用図書の採択について ７月臨時 

第１６号 
「宗像大社みあれ祭」を宗像市指定無形民俗文化財に指定することにつ

いて 
８月定例 

第１７号 
宗像市立義務教育学校の設置等に関する基本方針（案）の策定及びパブ

リックコメントの実施について 

８月定例 

８月臨時 

第１８号 宗像市就学援助規則の一部を改正する規則（案）について ９月定例 

第１９号 
平成２９年度全国学力・学習状況調査の市町村別結果の公表に対する同

意について 
９月定例 

第２０号 
宗像市立小中学校の適正規模・適正配置等に関する基本方針（案）のブ

リックコメントの結果及び最終案の確定について 
１０月臨時 

第２１号 
宗像市立義務教育学校の設置等に関する基本方針（案）のパブリックコ

メントの結果及び最終案の確定について 
１０月臨時 

第２２号 「王丸八幡神社棟札」を宗像市指定有形文化財に指定することについて １０月定例 

第２３号 
「王丸八幡神社宮座行事関係資料」を宗像市指定有形民俗文化財に指定

することについて 
１０月定例 

第２４号 宗像市行政組織条例の一部を改正する条例について １０月定例 

第２５号 宗像市行政組織規則の一部を改正する規則について １０月定例 

第２６号 宗像市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則について １０月定例 

第２７号 
宗像市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部を

改正する規則について 
１０月定例 

第２８号 宗像市世界遺産保存活用検討委員会規則の一部を改正する規則について １０月定例 

第２９号 
宗像市職員の勤務時間等の特例に関する規則の一部を改正する規則につ

いて 
１０月定例 

第３０号 
宗像市担当部長の所管事項等に関する規程の一部を改正する規程につい

て 
１０月定例 

第３１号 義務教育学校新設に伴う関係条例を整備する条例について １１月臨時 

第３２号 義務教育学校新設に伴う関係規則の整備に関する規則について １１月臨時 

第３３号 宗像市通級指導教室設置規程の一部を改正する訓令について １１月臨時 

第３４号 義務教育学校新設に伴う関係要綱の整備に関する告示について １１月臨時 

第３５号 宗像市歴史的風致維持向上計画(案)の策定について １１月定例 

第３６号 宗像市いじめ防止対策推進委員会委員の選任（案）について １１月定例 

第３７号 宗像市いじめ問題対策連絡協議会委員の選任（案）について １１月定例 
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議案番号 議  題 委員会名 

第３８号 
宗像市世界遺産沖ノ島と関連遺産群基本条例（案）の制定及びパブリッ

ク・コメントの実施について 
１２月定例 

第３９号 宗像市立小中学校管理規則の一部を改正する規則（案）について １２月定例 

第４０号 宗像市体育施設条例の一部を改正する条例について １月定例 

第４１号 宗像市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則について １月定例 

第４２号 宗像市立学校の施設の開放に関する条例の一部を改正する条例について １月定例 

第４３号 
宗像市立学校の施設の開放に関する条例施行規則の一部を改正する規則

について 
１月定例 

第４４号 宗像市附属機関設置条例の一部を改正する条例（案）について １月定例 

第４５号 宗像市就学指導委員会規則の一部を改正する規則（案）について １月定例 

第４６号 福岡教育事務所管内教科用図書調査研究協議会委員の推薦について １月定例 

第４７号 全国学力・学習状況調査の実施への参加について １月定例 

第４８号 宗像市いじめ問題対策連絡協議会委員の選任（案）について １月定例 

第４９号 
平成２９年度（平成２８年度事業）宗像市教育委員会事業報告書につい

て 
１月定例 

第５０号 県費負担教職員の人事について １月定例 

第５１号 

宗像市世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群基本条例（案）

に関する市民意見提出手続の意見及びその回答並びに同条例の制定につ

いて 

２月臨時 

第５２号 宗像市郷土文化学習交流館条例の一部を改正する条例（案）について ２月臨時 

第５３号 宗像市体育施設条例の一部を改正する条例（案）について ２月臨時 

第５４号 宗像市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則（案）について ２月臨時 

第５５号 宗像市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則（案）について ２月臨時 

第５６号 
宗像市立学校の施設の開放に関する条例施行規則の一部を改正する規則

（案）について 
２月臨時 

第５７号 宗像市学校教育アクションプラン２０１８（案）の策定について ２月定例 

第５８号 県費負担教職員の人事について ２月定例 

第５９号 宗像市民図書館の運営に関する要綱の一部を改正する告示について  ３月定例 

第６０号 宗像市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について ３月定例 

第６１号 宗像市立小中学校教職員の人事異動について ３月定例 

第６２号 宗像市教育委員会事務局員の人事異動について ３月定例 
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②協議案件 

番号 議  題 委員会名 

１ 平成２９年度宗像市教育委員会主催学校改善訪問について １２月定例 

２ 平成２９年度宗像市教育委員会研修事業評価と次年度の方向性について １２月定例 

３ 宗像市学校教育アクションプラン２０１８（案）について １月定例 

 

③報告案件 

番号 議  題 委員会名 

１ 宗像市尐年尐女海外派遣研修事業派遣指導員選考基準の一部改正について ４月定例 

２ 
平成２９年度宮若市・宗像市・トヨタ自動車九州地域連携事業グローバル

人材育成プログラム「カナダ研修」について 
４月定例 

３ 平成２９年度宗像市ＡＰＣＣホームステイ事業について ４月定例 

４ 平成２９年度宗像市尐年尐女海外派遣研修事業について ４月定例 

５ 平成２９年度日本の次世代リーダー養成塾について ４月定例 

６ 平成２９年度宗像国際育成プログラムについて ４月定例 

７ 平成２８年度雑誌スポンサー制度の報告について ４月定例 

８ 本の屋台プロジェクトの報告について ４月定例 

９ 宗像市民図書館の臨時休館について ４月定例 

１０ 春実施運動会・体育祭の出席について ４月定例 

１１ 平成２９年度小中学校校長・教頭名簿及び市費職員配置について ４月定例 

１２ 宗像市立小中学校における土曜日授業について ４月定例 

１３ 行政報告 ４月定例 

１４ 後援報告 ４月定例 

１５ 「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」のイコモス勧告について ５月定例 

１６ 「かけっこ教室」 「チャレンジMUNAKATA」について ５月定例 

１７ 宗像市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部改正について ５月定例 

１８ 宗像市立小中学校衛生委員会設置要領の制定について ５月定例 

１９ 学校の日における道徳の時間、学級活動公開日一覧について ５月定例 

２０ ５月学校の日について ５月定例 

２１ 行政報告 ５月定例 

２２ 後援報告 ５月定例 

２３ 城山中学校パラバドミントン体験講座について ６月定例 

２４ アメリカジュニア柔道交流会について ６月定例 

２５ 平成 28年度宗像市子どもの権利救済・活動報告について ６月定例 
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番号 議  題 委員会名 

２６ 第２５回宗像市尐年尐女海外派遣研修について ６月定例 

２７ グローバル人材育成プログラム カナダ研修について ６月定例 

２８ 宗像歴史未来塾作成絵本の完成について ６月定例 

２９ 第１４回日本の次世代リーダー養成塾について ６月定例 

３０ 幼児教育振興プログラムダイジェスト版について ６月定例 

３１ 福岡教育大学連携事業報告について ６月定例 

３２ 宗像市立大島小学校長の職務代理について ６月定例 

３３ 学校改善訪問について ６月定例 

３４ ６月学校の日について ６月定例 

３５ 行政報告 ６月定例 

３６ 後援報告 ６月定例 

３７ 
「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」の世界遺産一覧表への記載決定

について 
７月定例 

３８ 城山中学校パラバドミントン体験・交流会について ７月定例 

３９ スポーツメンタルトレーニングについて ７月定例 

４０ 「世界一行きたい科学広場」について ７月定例 

４１ 「夏の課外授業 inむなかた」について ７月定例 

４２ 宗像市尐年尐女海外派遣研修日程について ７月定例 

４３ 平成２８年度図書館要覧の配付について ７月定例 

４４ 市民図書館河東地区コミュニティ・センター共催事業講演会について ７月定例 

４５ 全体研修会・教育講演会について ７月定例 

４６ 宗像地区教育関係者合同研修会について ７月定例 

４７ 経営力・授業力・組織力アップ！選べる夏期講座について ７月定例 

４８ ７月学校の日について ７月定例 

４９ 行政報告 ７月定例 

５０ 後援報告 ７月定例 

５１ 小学生読書リーダー養成講座実施報告について ８月定例 

５２ 中学生読書サポーター養成講座実施報告について ８月定例 

５３ 「夏休みおはなし会」事業報告について ８月定例 

５４ 「夏の夜語り」事業報告について ８月定例 

５５ 「夜の図書館で読もう！」事業報告について ８月定例 

５６ 「理科読ボランティア養成講座」事業報告について ８月定例 
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番号 議  題 委員会名 

５７ 
「Ｌｅｔ’ｓ理科読（世界一行きたい科学ひろばｉｎ宗像２０１７）」事業

報告について 
８月定例 

５８ 秋季実施運動会・体育祭への出席について ８月定例 

５９ 行政報告 ８月定例 

６０ 後援報告 ８月定例 

６１ 
「子ども・子育て支援事業の量の見込みに対する確保方策」の変更につい

て 
９月定例 

６２ 「本の交換会」事業報告について ９月定例 

６３ 
平成２９年度全国学力・学習状況調査及び福岡県学力調査結果（速報）に

ついて 
９月定例 

６４ 小中一貫教育推進校研究発表会について ９月定例 

６５ 「全体研修会・教育講演会」事業報告について ９月定例 

６６ 「経営力・授業力・組織力アップ！選べる夏期講座」事業報告について ９月定例 

６７ 平成２８・２９年度宗像市・福津市小学生県外交流について ９月定例 

６８ 福岡県市町村教育委員会教育委員研修会について ９月定例 

６９ 市町村教育委員会研究協議会（第２ブロック）について ９月定例 

７０ 福岡教育事務所幹部職員との意見交換会について ９月定例 

７１ ９月学校の日について ９月定例 

７２ 行政報告 ９月定例 

７３ 後援報告 ９月定例 

７４ 世界遺産関連事業について １０月定例 

７５ 宗像市歴史的風致維持向上計画（案）について １０月定例 

７６ 東京オリンピック事前キャンプの誘致について １０月定例 

７７ 家族のきずなをはぐくもう「ぎゅっと」について １０月定例 

７８ 宗像歴史未来塾について １０月定例 

７９ 第 12回市図書館を使った調べる学習コンクール入賞作品報告について １０月定例 

８０ ふく給食の実施について １０月定例 

８１ 長野県松本市産りんごの給食での提供について １０月定例 

８２ 福岡教育大学との連携事業進捗状況について １０月定例 

８３ 宗像市総合防災訓練について １０月定例 

８４ １０月学校の日について １０月定例 

８５ 行政報告 １０月定例 

８６ 後援報告 １０月定例 
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番号 議  題 委員会名 

８７ 第 12回市図書館を使った調べる学習コンクール報告について １１月定例 

８８ １１月学校の日について １１月定例 

８９ 行政報告について １１月定例 

９０ 後援報告について １１月定例 

９１ 赤間西小学校でのボッチャ体験教室について １２月定例 

９２ ブルガリア共和国柔道連盟トレーニングキャンプ in宗像２０１７ １２月定例 

９３ 読書月間報告 １２月定例 

９４ 第９回図書館まつり報告 １２月定例 

９５ ビブリオバトル in CoCoKaraひのさと報告 １２月定例 

９６ 秋の夜語り報告 １２月定例 

９７ 大学連携事業報告 １２月定例 

９８ クリスマスおはなし会報告 １２月定例 

９９ １２月学校の日について １２月定例 

１００ 行政報告について １２月定例 

１０１ 後援報告について １２月定例 

１０２ 歴史的風致維持向上計画（案）パブリック・コメントの結果について １月定例 

１０３ 子ども基本条例に基づく学校での取り組みについて １月定例 

１０４ 宗像市子どもの未来応援計画（案）について １月定例 

１０５ アジア太平洋子ども会議ホストファミリー募集について １月定例 

１０６ 第 25回宗像尐年尐女海外派遣研修使節団報告書について １月定例 

１０７ 全国調べる学習コンクール審査結果 １月定例 

１０８ 小学生読書リーダー養成講座活動報告 １月定例 

１０９ 中学生読書サポーター養成講座活動報告 １月定例 

１１０ 宗像市立大島小学校・中学校の廃止と宗像市立大島学園の設置について １月定例 

１１１ 行政報告について １月定例 

１１２ 後援報告について １月定例 

１１３ 「没後５０年中村研一展」について ２月定例 

１１４ 錯覚展報告 ２月定例 

１１５ むなかたわくわく教育フェスタの報告について ２月定例 

１１６ 
平成２９年度宗像市立小中学校卒業式及び平成３０度宗像市立小中学校入

学式への出席について 
２月定例 

１１７ ２月学校の日について ２月定例 

１１８ 行政報告について ２月定例 
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番号 議  題 委員会名 

１１９ 後援報告について ２月定例 

１２０ 中学生読書サポーター養成講座報告 ３月定例 

１２１ ふるさとの民話お話会報告 ３月定例 

１２２ 藤田浩子講演会報告 ３月定例 

１２３ 本の補修ボランティア養成講座報告 ３月定例 

１２４ 平成３０年度定例教育委員会日程表（案）について ３月定例 

１２５ 平成３０年度全国・九州・福岡県連絡協議会等会議・研修会一覧について ３月定例 

１２６ 
宗像市立小中学校の児童生徒数・学級数（平成２９年３月１日）及び平成

３０年度の推計について 
３月定例 

１２７ 平成２９年度宗像市統一学力テストの結果について ３月定例 

１２８ 夏季休業中の学校閉庁日の設定について ３月定例 

１２９ 宗像市立大島学園開校式について ３月定例 

１３０ ３月学校の日について ３月定例 

１３１ 行政報告について ３月定例 

１３２ 後援報告について ３月定例 
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（３）教育委員会活動の概要 

教育委員は、会議への出席以外に、学校改善訪問、学校の日、各種行事等にも積極的に参加しま

した。 

 

①学校改善訪問 

○宗像市教育委員会訪問 

目 的 ・重点目標の達成状況を確認するとともに、重点目標に即した教育課程の編成・実施

及び校務運営等について協議及び指導助言を行い、教育活動の推進を図る。 

訪問日 ９月２７日（水）、１０月５日（木）、１０月１１日（木）、１０月１９日（木） 

１０月２５日（水）、１０月２６日（木）、１０月３１日（火） 

訪問先 赤間小学校、城山中学校、吉武小学校、自由ヶ丘小学校、自由ヶ丘中学校 

    自由ヶ丘南小学校、赤間西小学校 

参加者 宗像市教育委員、宗像市教育委員会事務局 

 

②研修会等 

・ ８月 ８日（火） 全体研修会・教育講演会（宗像市） 

・ ８月１０日（木） 宗像地区教育関係者合同研修会（宗像市） 

・１１月 ２日（木） 小中一貫教育研究発表会（河東中校区、中央中校区） 

  ・１１月１０日（金） 福岡県市町村教育委員会教育委員研修会（福岡市） 

・１１月１６日（木）～１７日（金） 市町村教育委員会研究協議会第２ブロック（沖縄県） 

  ・ １月２０日（水） 宗像地区人権同和教育実践交流会（宗像市） 

・ ２月２２日（木） 宗像地区教育実践研究合同発表会（宗像市） 

 

（４）教育委員会に関わるその他の活動（教育委員が出席した主な活動等） 

月 宗像市における各種行事・大会等 

４月 小・中学校入学式 

５月 小学校運動会、中学校体育祭、学校の日 

６月 学校の日 

７月 人権啓発講演会、同和問題啓発強調月間街頭啓発、学校の日 

８月 尐年尐女海外派遣研修使節団出発式 

９月 小学校運動会、学校の日 

１０月 学校の日 

１１月 学校の日 

１２月 人権問題啓発強調月間街頭啓発、学校の日 

１月 成人式、わくわく教育フェスタ 

２月 学校の日 

３月 小・中学校卒業式 
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２ 点検及び評価について 

市長部局が設置する総合計画等推進委員会において、教育委員会が設定した成果指標や活

動指標に基づく内部評価について多角的な視点をもって点検し、評価の妥当性や事業に関す

る改善点等について意見を聴取した。 

 

（１）総合計画等推進委員会における点検、意見等 

① 総合計画等推進委員会開催概要 

教育委員会の実施している事業について、内部評価結果や市民アンケート結果をも

とに、総合的な視点から、内部評価の客観性及び妥当性を検証すること、事業の効率

的かつ効果的な進行管理に関する助言を行うこと、行政の説明責任を果たすとともに、

市民との情報共有を促進することを目的に、改善点の指摘や提案を得るため、有識者

や市民代表により構成される総合計画等推進委員会において協議を行った。 

 

② 協議 

総合計画等推進委員９名により、担当部局による施策説明後、質疑・応答を行い、１施

策３０分程度で実施した。 

  １．施策説明 

    施策評価（案）、市民アンケート結果、主要事業のマネジメントシート等を用いて、

施策内容、事業費、成果・活動指標、施策目標の達成状況、主要事業の実績、施策

総括と今後の方針等について説明 

  ２．質疑・応答 

    総合計画等推進委員から担当部局への質問・意見、施策評価（案）の修正に関す

る提言、翌年度施策目標や実施計画への助言 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日 協議施策 

平成３０年７月３１日 

子どもの健やかな成長 

子育て環境の充実 

教育活動の充実 

平成３０年８月１０日 生涯を通した学習の振興 
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③ 総合計画等推進委員会委員 

【委員構成】 

宗像市総合計画等推進委員会は、宗像市総合計画等推進委員会規則に基づき、①知識

経験を有する者 ②市民代表等によって構成（１０人以内）される。 

【委員名簿】 

氏 名 所 属 団 体 等 

石丸 修平 福岡地域戦略推進協議会 

江﨑 美那子 玄海小学校 

萱沼 美香 九州産業大学 

志賀 勉 九州大学 

早川 正史 宗像市コミュニティ運営協議会会長会 

牧 敦司 株式会社醇建築まちづくり研究所 

松永 年生 公益財団法人宗像ユリックス 前館長 

南 博 北九州市立大学 

山下 永子 九州産業大学 
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④ 総合計画等推進委員会の意見等 

施策名 子どもの健やかな成長 

施策概要 

次世代を担う子どもには、学校の勉強だけでなく、様々な体験や交流が重要で

す。自分の可能性を伸ばし、心豊かな成長を促すことで、輝く子どもを育てて

いきます。 

施
策
区
分
と
取
組
方
針 

家庭や地域の

教育力の向上 

家庭や地域の教育力の向上として、コミュニティ・センター等の施設や自然環境

などの地域資源の活用、知識や 技能を持つ地域人材の堀り起こしや育成、活

用、家庭教育の推進に取り組んでいきます。また、学校、家庭、地域が一体とな

り、子どもが安心して生活できる環境づくりを推進していくとともに、子ども会、

PTA、青尐年指導員会等と連携し、地域活動の活性化や情報の共有化を図って

いきます。 

子どもの体験と

交流の充実 

子どもが広い視野、責任感、自尊感情、規範意識、コミュニケーション能力等多く

のことを身につけ、心豊かでたくましく生きることができるよう、遊び、体験ができ

る居場所をより地域に根ざして展開していきます。また、多様な体験の場を提供

する過程で、世代間交流の機会を創出していきます。 

子どもの権利を

守るための支援 

権利侵害を受けている子どもを早期に発見し、救済、回復、理解に向けた効果

的な支援を行うため、子ども相談センター内の子どもの権利救済機関の機能を

強化していきます。また、子どもの家庭環境や社会環境の保障として、地域が子

どもを守る受け皿となるよう、家庭、地域、関係機関に対し、子どもの権利をはじ

めとした子ども基本条例の普及、啓発に継続して取り組んでいきます。 

施
策
を
構
成
す
る
主
な
事
務
事
業
と
実
績 

体験学習事業 

小学生に対し宗像市内の宿泊施設を利用した小学校宿泊体験事業への補助

を行った。家庭・学校・地域と連携し市内約250事業所の受入れ協力により、

中学2年生に対して職場体験活動を行った。また、新規受入事業所の開拓に

より生徒が選択できる業種の拡大に努めた。長野県松本市から小学生を迎え

入れ、文化・環境・生活習慣の異なる地域の子どもと共に生活することを通し

て、宗像市・福津市の子どもたちの健全育成が図られた。 

地域青尐年育

成事業 

小中学校 PTA、子ども会、青尐年指導員との連携や関係団体への支援、子ども

の安全・安心セミナーや立入調査、一斉パトロールなど青尐年の健全育成に関

する業務を行った。  

家庭教育学級の開設説明会や家庭教育実践交流会などを企画運営し、家庭、

地域の教育力向上を図った。地域活動指導員（県費補助）を雇用し、地域におけ

る子どもの体験活動等の充実を図った。 
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施
策
を
構
成
す
る
主
な
事
務
事
業
と
実
績 

子どもの居場所

づくり事業 

全てのコミュニティ運営協議会に子どもの居場所づくり事業を委託した。市民活

動団体へプレーパーク事業を委託し、出張プレーパークの拡大を図った。地域

での事業を担う人材の発掘・養成を行った。また、コミュニティにおける子どもの

居場所を整備するため子どもの居場所整備事業補助金を活用した。（※平成 29

年度は２地区整備） 

子どもまつり事

業 

子どもまつりは、子どもたちが様々な体験、活動を発表する場であるとともに、

子どもの社会参加、意見表明をする機会である。子どもまつりの企画を「子ども

実行委員会」が担い、子ども実行委員会に協力できる団体等の参加を募ること

で、「子どもまつり実行委員会」を組織し、子ども主体のまつりを開催した。 

放課後子ども総

合プラン事業 

小学生が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験活動を行うことができるよ

う学童保育所及び地域住民の参画を得て、放課後等にすべての児童を対象とし

て学習や体験・交流活動等を市内６カ所（吉武、赤間西、日の里、玄海、岬、大

島）で行った。 

子ども育成推進

事業 

宗像市子ども基本条例等に基づく、次世代育成支援対策審議会への宗像市子

ども・子育て支援事業計画についての報告、審議を通じて、事業の進捗管理、見

直しを行った。 

世界一行きたい科学広場、夏の課外授業などを実施することで子どもの体験活

動の充実を図った。宗像市子ども基本条例の啓発活動及び関連施策の推進を

図った。 

総合計画等推進委員会の主な意見等 

・昨今のスマートフォンやタブレットの普及、使用状況を踏まえ、施策の成果指標を検討する必

要があるのではないか。 

・テレビ等を視聴する代わりに、どんなことをして欲しいのか、ということを、具体的な施策や指

標として設定することを検討する必要があるのではないか。 

・インターネットを使用する課題については理解しているが、利用率が低いほうが良いという固

定的な観念で行政として良いのか疑問があり、指標とするのが難しいのではないか。 

・子どもの不登校に関する指標についても、この施策に含め検討していくべき項目ではないか。 

  



 - 16 - 

 

 

施策名 子育て環境の充実 

施策概要 

次世代の社会を担う子どもとその家庭を社会全体で支援することを目指し、安心

して子どもを産み、楽しく子育てができる環境づくりや、子どもが心身ともにすこ

やかに育つための環境づくりを展開していきます。 

施
策
区
分
と
取
組
方
針 

すこやかな成

長や発達を支

える事業展開 

母子保健事業については、子どものすこやかな成長や発達を支援するため、保

健、医療、福祉、教育と連携した健康診査、訪問指導、健康教育などを推進して

いきます。 予防接種事業については、医師会などの関係機関と連携し、継続し

て感染症予防に取り組んでいきます。 

連携した相談支

援体制の確立 

育児不安を軽減し、安心して子育てができることに加え、家庭環境や社会環境を

改善し、子どもが安心して自分らしく生活できるよう、医師会など関係機関と連携

した相談体制の強化に努めていきます。 

また、成長や発達に支援が必要な子どもや障がいがある子ども、その家族に対

して、支援体制の充実に取り組んでいきます。さらに、仲間づくりや情報提供等

の子育て支援に取り組むため、子育て支援センターや地域の子育てサロンとの

連携を強化していきます。 

安定した保育体

制と幼児教育の

充実 

幼児期の教育の充実として、家庭、地域、保育所、幼稚園等が連携した総合的

な幼児教育の推進、発達や学びの連続性を踏まえた幼児教育から小学校教育

への連携強化、保育所、幼稚園等と小学校との協力支援体制の充実に取り組

んでいきます。また、小学校入学までに、子どもに身につけてほしいことを共通

の目標として、家庭、保育所、幼稚園、小学校が 一体となって子どもを育ててい

くことを推進していきます。 

施
策
を
構
成
す
る
主
な
事
務
事
業
と
実
績 

幼児教育振興

事業 

幼児教育審議会、幼児教育研究協議会、保育所・幼稚園・認定こども園連絡会、

保育所・幼稚園・認定こども園教員研修、保育所・幼稚園・認定こども園・小学校

連絡会を開催。第 3 期幼児教育振興プログラム初年度であり、パンフレット等を

配布し周知を図った。保幼小連携事業では、保幼認小の教員を対象にした小学

校参観事業を新たに開催。職員研修会では、要望の多かった保護者対応を行っ

た。家庭教育支援では、ワーキング会議で作成した保護者向けリーフレット「ぎ

ゅっと」を完成させ、家庭教育支援の充実を図った。 

総合計画等推進委員会の主な意見等 

・子育て環境の充実には、市民協働の力も必要であると思う。 
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施策名 教育活動の充実 

施策概要 

社会が大きく変化するなか、児童・生徒が「生きる力」を身につけるために、知・

徳・体をバランスよく育てる学校教育を実践していきます。また、学校、家庭、地

域がそれぞれの教育に対する役割を発揮して、互いに連携しながら社会全体で

児童・生徒を育てられるよう、開かれた学校づくりを推進していきます。 

施
策
区
分
と
取
組
方
針 

学校教育の充

実 

児童・生徒の「生きる力」としての確かな学力、豊かな心、健やかな体の確実な

育成にむけて、「自立しかかわりを深める子どもの育成」を基本理念とし、中学

校区ごとに特色ある取組みを一層促進しながら、小中一貫教育をさらに推進し

ていきます。また、カリキュラム、教員、学校運営の質的な向上を図るため、計

画的、組織的に取り組むとともに、特別な支援を要する児童・生徒に対する支援

体制の強化に取り組んでいきます。  さらに、大学など専門性の高い機関との

連携や ICTの活用などにより、学習意欲と知識技能を培う授業や思考力、判断

力、表現力を鍛える授業づくりを推進していきます。 

開かれた学校

づくりの推進 

義務教育9年間での小中一貫教育を核とした家庭、地域と協働する学校づくりを

進めるために、育てたい子どもの姿を学校、家庭、地域が共有し、互いに役割を

意識しながら、連携して取り組んでいきます。 

また、教育活動に関する情報を共有しながら、地域住民、保護者、有識者等の

参画を図っていきます。 

さらに、児童・生徒が幅広い分野を学習することができるよう、学校、家庭、地

域、市民活動団体等が連携して、個々が有する専門知識や経験を活用した教育

に取り組んでいきます。 

施
策
を
構
成
す
る
主
な
事
務
事
業
と
実
績 

小中一貫教育

推進事業 

6中学校区に学園コーディネーターを配置して、学校間や学校と地域・家庭が円

滑に連携できるよう連絡調整を行うとともに、第 2期小中一貫教育推進のため、

授業支援、教職員の人材育成および広報活動等を行った。兼務教員の移動手

段確保のため、赤間小学校、赤間西小学校に公用車を配備した。新たに自由ヶ

丘・城山中学校区の7小中学校に研究指定委嘱を行うとともに、研究指定2年目

である中央・河東中学校区の研究発表に向けた活動を支援した。小中一貫教育

全国サミットで先進事例の情報収集を行った。また、平成 30年度から第 2期小

中一貫教育を更に推進させるため、大島地区に義務教育 9年間を一貫して行う

義務教育学校「大島学園」の設置準備を行った。 

世界遺産学習

推進事業 

世界遺産学習検討委員会において、世界遺産学習に関するカリキュラムの作

成、モデル授業の実施及びその検証、副読本の製作等を行い、市立学校で世界

遺産学習が実施できる環境を整えた。市立学校の児童生徒が世界遺産をはじ

めとする歴史文化を学習する際の移動バス代を昨年度に引き続き助成し、本市

にある貴重な文化財に触れるとともに、この地域に愛着と誇りを感じてもらう機

会を設けた。世界遺産学習全国サミットに出席し、他自治体との情報交換を行う

と共に、来年度、本市で行う全国サミットの参考とした。 
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施
策
を
構
成
す
る
主
な
事
務
事
業
と
実
績 

学力向上支援 

事業 

児童生徒の学力向上に向けて、小中学校に学力向上支援教員を22人配置

し、ﾃｨｰﾑﾃｨｰﾁﾝｸﾞによる学習指導、習熟度別・課題別学習などの尐人数指導

及び小中一貫教育推進のための兼務教員の後補充、兼務授業、小学校教科

担任制度に伴う補助等を行った。 

放課後学習指導を行う学生ボランティア等の安定的な参加を促進するため、

福岡教育大学と連携協働した事業展開を行った。特に、離島における学習支

援として「地島ブリッジ」を行った。また、各学校のニーズに合わせたボランティ

ア派遣を行うため、教育連携コーディネーターと各学校で調整を行いより参加

しやすい事業内容を整備した。 

特別支援教育

推進事業 

特別な教育支援を要する児童生徒の在籍校を対象に、専門家チームの巡回相

談、講演等により、学校及び地域における教育支援体制の整備を図った。また、

該当児童の保護者に対し、医学的・心理学的・教育学的面談を行い、的確な就

学についての助言を行った。特別支援教育支援員 35人の配置を行った。 

学校情報化事

業 

計画に則し、平成 21年度に導入した小・中学校教職員が使用するパソコン・ 

プリンタ・サーバ等機器及びソフトの更新を行った。あわせて、校務支援システ

ムを中学校に導入した。新たに特別支援学級にタブレットを導入した。 

総合計画等推進委員会の主な意見等 

・成果指標に学習意欲を測る指標があってもいいのではないか。 

・最近は、人間関係が希薄化しているように感じることが多くあり、学校教育において、地域に

出向き社会参画のような活動を積極的に行ってはどうか。 

・ふるさと学習について、宗像市は転入者も多いことから、宗像市外で生まれ育った子どもにも

配慮した取り組みや地域の大人の接し方が必要ではないか。 

・教育政策事業において、小学校の教員が英語力向上のための講座を受講しており、非常に

良い取り組みであるが、英語が好きな子どもの割合は伸びていないことから、講座を受けた

教員が中心となり、しっかりと子どもの成果となるよう取り組んでいただきたい。 
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施策名 生涯を通した学習の振興 

施策概要 

生涯学習活動や文化芸術活動を通して、さまざまな分野を学んだり、鑑賞でき

る機会を創出したりするとともに、学んだ成果を広くまちづくりに活かす仕組み

の構築や市民図書館を誰もが身近に感じることができるよう、充実を図り、市

民一人ひとりの生きがいにつなげていきます。 

施
策
区
分
と
取
組
方
針 

学びや活動が

できる場の提

供 

市民が自発的に学び、参加する機会を拡充するため、多様な媒体活用による

情報受発信の強化や生涯学習の充実を図っていきます。また、さまざまな活

動の中で自ら気づき、学ぶ機会を促していきます。さらに、市民学習ネットワー

ク、市民活動団体、地域、大学等と連携して、学べる場の提供や学んだ成果を 

広くまちづくりに活かす活動の場を増やしていくとともに、学んだ市民と各種団

体をつなぐ中間支援機能の強化を図っていきます。 

文化芸術活動

の充実 

「音楽があふれるまち」を基本として、宗像ユリックスを中心とする文化芸術活

動の情報発信や収集、若手芸術家に活動の場を提供しながら、市民が文化芸

術に触れる仕組みづくりを整備していきます。 併せて、宗像ユリックスに足を

運ぶことが困難な市民に対しては、芸術家を派遣し、市内のあらゆる場所で芸

術鑑賞ができる場を設けていきます。 また、市民による文化芸術活動を積極

的に支援していきながら、医療、福祉や観光など異分野で波及させるための

取組みを行っていきます。 

市民に身近な

図書館づくり 

多様化する市民のニーズを把握しながら、年齢を問わず、市民の一生を本で

支援するため、親子で本に親しめる絵本の充実やコミュニティ・センターでの本

の貸出拡大など市民図書館サービスの充実を図っていきます。 

また、市民図書館が生涯学習、読書支援、生活情報入手の拠点施設として、

幅広く資料を収集することで、多様な読書ニーズにも対応していきます。さら

に、市内 3大学と連携し、学生ボランティアによる図書館事業への参画や各種

講座などを実施していきます。加えて、図書館運営のあり方を調査研究し、効

果的な運営に取り組んでいきます。 

施
策
を
構
成
す
る
主
な
事
務
事
業
と
実
績 

市民文化芸術

活動推進事業 

・ユリックスを中心とした文化芸術活動の推進 

・文化芸術補助金助成 

・伝統文化次世代継承事業 

・「大きなクスの木の下で」美術館展（中村研一没 50年記念展） 

・音楽があふれるまちづくり事業（ミアーレ 音楽祭、レストランコンサート） 

・福岡女子大学との連携事業（障がい者とアート） 

・文化協会の事業補助と事務局支援 
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施
策
を
構
成
す
る
主
な
事
務
事
業 

市民図書館事

業 

宗像市読書のまちづくり推進計画に沿って、適正な管理運営を行い、各種事業

を展開した。中央館においては、閲覧椅子の張り替え、図書館振興財団の助

成金により 2階の調べ学習支援コーナー資料の充実、インターネット接続可能

なパソコンの設置による情報視聴コーナーの整備を行い、利用者サービスの

向上と環境整備を行った。 

また、本の補修ボランティア養成講座を開催し、図書館の新たなボランティアを

育成するとともに、理科読ボランティア養成講座を開催したことによって新たな

読書推進団体が発足し、理科読の啓発にもつながった。 

加えて、利用者の利便性の向上を図るため、サンリブ宗像に図書返却ポスト

の設置や「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」に関する紙芝居の原稿作成

の委託を行った。 

総合計画等推進委員会の主な意見等 

・学びや活動ができる場の市民にとって一番身近なところは、コミュニティ・センターであ

ると考える。 

・決算額等の資料を見ると、予算を使い切れていない、かつ、予算額が縮小しているよう

に思う。この施策は宗像ユリックスとの協働など、宗像市の特徴的な施策と考えるが、市

の財政状況からみると予算額の縮小等は妥当なのか。 
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（２）評価結果と対応方針の決定 

 総合計画等推進委員会からの意見等を踏まえ、教育委員会で最終的な評価結果及び意見

に対する対応方針を決定した。 

① 評価基準 

評価の基準は、前年度まで教育評価委員会にて規定していた評価の基準に準じて行うこ

ととし、「廃止」「要改善」「現行どおり」「拡充」の中から選択する。また、それぞれの基

準は以下のとおり。「要改善」については、予算維持または減額も併せて評価する。 

○廃止 

  ①事業の実施に妥当性がない 

  ②事業の目的を達成する手段としては、不適当である 

  ③事業を実施しても目的とする効果が認められない 

  ④目的や求める効果が、他の事業と重複している 

  ⑤税金を使って行うべきでなく、サービスの受益者の負担とするべきである 

○要改善 

  ①事業内容を見直して実施すべきである 

  ②事業規模を縮小して実施すべきである 

  ③自主財源の確保のために努力を行うべきである 

  ④事業の実施についての期限を定めるべきである 

  ⑤事業の効率化を行うべきである 

  ⑥執行の体制や手法を見直すべきである 

○現行どおり 

現行どおりの内容で実施すべきである 

○拡充 

  効果が高いなどのため、拡充して実施すべきである 
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② 評価結果と対応方針 

施策名 子どもの健やかな成長 

今後の対応方針等 

現行どおり実施する。 

・スマートフォンやタブレットの普及を踏まえ、インターネット等の使用状況について、実態の

把握のあり方、成果、指標について今後、検討していきたい。 

・放課後学習活動支援事業が実施できていない地区については、継続して事業を行っていくため

の地域の人材確保を進め、市教育委員会として実施に向けて働きかけを行っていく。 

施策を構成する事務事業 所管課 評価結果 

体験学習事業 
教育子ども部 

教育政策課 
現行どおり 

地域青尐年育成事業 
教育子ども部 

子ども育成課 
現行どおり 

子どもの居場所づくり事業 
教育子ども部 

子ども育成課 
現行どおり 

子どもまつり事業 
教育子ども部 

子ども育成課 
現行どおり 

放課後子ども総合プラン事業 
教育子ども部 

子ども育成課 
現行どおり 

子ども育成推進事業 
教育子ども部 

子ども育成課 
現行どおり 
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施策名 子育て環境の充実 

今後の対応方針等 

現行どおり実施する。 

・幼児教育に関するパンフレットなどの効果的配布や小学校参観、保育参観、統一入学説明会などを

行い、保幼小の連携・強化を図るなど、引き続き第 3期の幼児教育振興プログラム（Ｈ29～Ｈ33）に基づ

いた幼児教育の充実を図る。 

施策を構成する事務事業 所管課 評価結果 

幼児教育振興事業 
教育子ども部 

子ども育成課 
現行どおり 

私立幼稚園就園等補助事業 
教育子ども部 

子ども育成課 
現行どおり 

  



 - 24 - 

 

施策名 教育活動の充実 

今後の対応方針等 

現行どおり実施し、一部拡充する。 

・学習意欲を測る指標については、新学習指導要領で学びに向かう力が重要視されていることも

あることから、今後、検討していく。 

・子どもたちを、学校だけでなく地域と一緒に育てるという方向性をもって、地域と目標（目指

す子どもの姿）を共有し、地域貢献や参画をより推進するとともに、地域とともにある学校づく

りに努めていく。 

・学園コーディネーターは、学校の事情を熟知するだけでなく、地域との繋がりを併せもってい

る。これまで、コミュニティから参加要請があったものに学校が参加していたが、コーディネー

ターの配置により、コミュニティと一緒にどのようにしたらよいか、ということを考えた取り組

みが増えてきたと考える。コミュニティ・スクールを視野に入れ、学園コーディネーターを中核

として学校運営評議委員会を充実させていく。 

・タブレット端末の導入については、モデル事業として配置した小学校において、特別支援教育

で一定の効果が得られたことから、今後、５年程度掛けて全学校に配置を予定している。 

・平成２９年度に作成した世界遺産学習副読本などを活用し、平成３０年度からすべての市立学

校において世界遺産学習を核としたふるさと学習を地域の人材を活用しながら本格実施する。 

施策を構成する事務事業 所管課 評価結果 

小中一貫教育推進事業 
教育子ども部 

教育政策課 
拡充 

世界遺産学習推進事業 
教育子ども部 

教育政策課 
拡充 

学力向上支援事業 
教育子ども部 

教育政策課 
現行どおり 

特別支援教育推進事業 
教育子ども部 

教育政策課 
現行どおり 

学校情報化事業 
教育子ども部 

教育政策課 
現行どおり 

教育委員会運営事務 
教育子ども部 

教育政策課 
現行どおり 

教育政策一般事務 
教育子ども部 

教育政策課 
現行どおり 
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施策を構成する事務事業 所管課 評価結果 

教育政策振興事業 
教育子ども部 

教育政策課 
現行どおり 

就学前健康診断事業 
教育子ども部 

教育政策課 
現行どおり 

就学援助事業 
教育子ども部 

教育政策課 
現行どおり 

高校奨学金事業 
教育子ども部 

教育政策課 
現行どおり 

学校保健事務 
教育子ども部 

教育政策課 
現行どおり 

教育振興事業 
教育子ども部 

教育政策課 
現行どおり 

学校教育一般事務 
教育子ども部 

教育政策課 
現行どおり 
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施策名 生涯を通した学習の振興 

今後の対応方針等 

現行どおり実施する。 

・市民学習ネットワーク事業は、高齢化等で有志指導者が体調を崩し、講座数が減尐する状況も

あったが、新たな有志指導者を積極的に採用するなど自主的に課題解決を行うこともできてい

る。今後も、市民が主体的に取り組む本市ならでは歴史ある市民学習ネットワーク事業を協働で

継続的に発展させていく必要がある。 

・市職員に加え、市内外の大学、企業、市民活動団体などで講座を用意するルックルック講座事

業は、２年毎に登録講座を見直すルールを、平成２９年度からは随時加除できるよう改善したこ

とに伴い、登録講座数を大幅に増加させることができた。今後も市民の学びたい気持ちに応えら

れるよう内容を充実させていく必要がある。 

・文化面では、小・中学校でのアウトリーチ事業（いきいき出前コンサート）や小学校４年生を

宗像ユリックスのホールに招待する芸術鑑賞事業を実施する際などに教育政策課と連携し、事業

を行っている。 

・今後も、上記事業を始め、小学校特別支援学級での文化芸術ワークショップなど、様々な分野

の事業において、市民協働部と教育子ども部で連携を図り、事業に取り組んでいく。 

・市民図書館事業については、引き続き市民の知的活動を支援するとともに、市民やボランティ

アと協働して、各種事業を行っていく。 

施策を構成する事務事業 所管課 評価結果 

公民館支援事業 
市民協働環境部 

コミュニティ協働推進課  
現行どおり 

生涯学習推進事業 
市民協働環境部 

コミュニティ協働推進課  
現行どおり 

陶芸施設管理運営事業 
市民協働環境部 

コミュニティ協働推進課  
現行どおり 

市民文化芸術活動推進事業 
市民協働環境部 

文化スポーツ課 
現行どおり 

宗像ユリックス施設管理運営事業 
市民協働環境部 

文化スポーツ課 
現行どおり 

市民図書館事業 
教育子ども部 

図書課 
現行どおり 
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３ 教育に関し学識経験を有する者による意見 

（１）教育に関し学識経験を有する者の知見の活用について 

点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用が法 

に規定されており、教育委員会が作成した点検及び評価についての客観性を確保するため、

学識経験者からの意見を聴取し、改善に生かして行くこととする。 

 

（２）教育に関し学識経験を有する者 

 

（３）教育に関し学識経験を有する者による意見 

○子どもの健やかな成長 

・子どもの健やかな成長を促すために、宗像市の“強み”である「コミュニティの力」

を基盤として、様々な体験活動や交流活動に焦点化して事業を展開している点、及び教

育と福祉の縦割り行政の弊害を解決しながら地域ネットワークを構築し、子どもの成

長・発達をタテ軸とヨコ軸で「つなぐ」という視点で事業を推進している点が高く評価

できる。しかしながら、スマホ対応を含めて、次世代を担う子どもたちに対してどのよ

うな体験や交流を保障するのかといった、体験や交流の“質”については十分な共通理

解が図られているとは言い難い。施策概要に謳われている「輝く子ども」の姿（Vision）

を共有した上で、各事業でめざす子どもの姿を明確にする必要がある。 

・スマホや SNSへの依存については、子どもだけの問題ではなく、同時に親世代にも共

通する問題でもある。子どもの規範意識や生徒指導につながる問題にとどめるのではな

く、保護者の意識や生活環境との関連、あるいは子どもの実体験や直接体験との関連か

ら問題性を問い直し、施策の方向性を明確にする必要がある。 

・小中学生への支援が充実している一方で、小中一貫教育や地域の教育力の成果として

の高校生や大学生がどのような“市民”として育っているか、コミュニティの中での姿

が視えない。コミュニティの中で高校生をどのような存在として位置づけるのか、高校

生を交えての「対話」が求められる。その上で、高校生自身の自己実現を図るとともに、

コミュニティの中で高校生が小中学生の成長モデルとして活躍できる場づくりや積極

的な関連機関との連携・協働が必要である。 

 

○子育て環境の充実 

   ・これまでにも福祉・教育・医療・保健等の様々な関連機関の連携・協働により、安

心して子どもを育てられる環境づくりが宗像市全体として総合的に保障されてきて

いることがわかる。しかしながら、個々の地域ごとに捉え直した場合、離島を含めて

尐子化や過疎化の影響もあり、子育てを行う上での「安全・安心」がトータルで保障

されているとは言い難い。例えば、次項の学力向上事業とも関連するが、一昨年より

氏 名 所 属 団 体 等 

鈴木 邦治 福岡教育大学 教授 
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福岡教育大学との連携事業として始まった「地島ブリッジ」事業は、なかなか実現で

きなかった離島での日常的な放課後学習支援といった直接的効果だけでなく、地域に

不在であった「育ちのモデル」として子育て環境の一端を担っている。 

・子育てをめぐる不安の源泉は、子どもの健康や安全だけではく、経済的に起因する

ものも大きい。福岡県の子どもの貧困率はおよそ 23％であり、全国平均よりも約 10

ポイント高い。宗像市についても今後は例外ではないと考えることが望ましい。宗像

市を含む、多くの市町村で導入・改善されている高校生を対象とした「給付型奨学金」

制度など、子どもの貧困対策をより積極的、継続的に取り組むことによって安心を創

造することもできる。財源としては、奨学生と納税者をつなぐ「奨学金限定使用のふ

るさと納税」（返礼品は年に 1回の奨学生からのお礼状・近況報告）などがアイディ

アとしてあげられる。 

・労働者人口の縮小に伴い、外国人労働者が医療や福祉のサービス産業分野で多く雇

用されてきている。今後は農業や漁業も例外ではなくなる。日本語を理解することが

できない学国籍の人の視点に立って子育て環境を見直すことをはじめとして、多文化

共生社会の視点からの子育て環境づくりが今後の課題となる。 

 

○教育活動の充実 

・第Ⅱ期小中一貫教育の推進計画として「小中一貫教育を核とした家庭・地域と協働

する学校づくり」（宗像型コミュニティ・スクール）のコンセプトの下で、学園ごと

に地域のニーズを反映した特色ある学校づくりが推進されており、徐々に学園ごとの

特色が現れ始めている。その推進母体となっている学校運営評議員会では、子どもの

課題を共有した上で、地域や保護者の代表が「当事者意識」をもって意思決定に参画

し、実際に学校や地域において「実働」している。このことより、十分にコミュニテ

ィ・スクールとしての機能を有しているものと評価できる。 

・新しい学習指導要領の「社会に開かれた教育課程」への対応として、ふるさと学習

や世界遺産学習等の特色あるカリキュラムづくりや教材づくりに積極的に取り組ん

でいることは、ローカルな視点とグローバルな視点を同時に身につけることができる

ものと期待できる。加えて、この学園でしか学べない「学び」としても、地域の教育

力につながる「学び」としても、大いに期待できる。一方、日常の授業レベルにおい

ても「主体的・対話的で深い学び」に向けて、小学校間や中学校との間で理念・哲学

レベルでの合意形成を十分に図る必要がある。小中一貫教育の学園として、どのよう

な特色ある「学び」を保障するのか、学習主体者としてどのような社会力を身につけ

た子どもの姿を目指すのか、小中一貫教育の特性を生かした新しい教育課程への対応

が求められる。 

・特別支援教育における ICTの活用（タブレットの活用）について、さまざまな可能

性を持っている。学習や活動を可視化できる、学びの足跡を蓄積できるなどのユニバ

ーサル・デザインの観点はもちろんのこと、授業での指導や教え方を動画で記録した

上でタブレットを家庭に持ち帰ってもらい家庭学習を支援する際に活用してもらう

ことや、週末の家庭での活動の様子を記録してもらい授業や教師の指導に役立てるこ
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ともできる。 

 

○生涯を通した学習の振興 

   ・市民にとって一番身近な学びや活動の拠点はコミュニティ・センターであることは

疑いようもない。特に、高齢者の生きがいづくりやコミュニケーションの場としても、

また子どもにとっての異年齢交流の場としても、自分の足で歩いていくことができる

コミュニティ・センターはとても貴重な交流の場である。評価対象の事業内容の多く

は、全市レベルやイベント的な事業が多いが、もっと市民の足元や日常生活を見据え

た地域レベル・コミセンレベルでの活動に焦点を当てて支援する必要がある。行政の

支援の在り方として、市民の日常の小さな学習活動をクローズアップし、それらの情

報を収集・統合し、価値づけした上で市民にフィードバック・発信し、励ます・称賛

するような基本的な「育てる」スタンスを大切にしてほしい。 

・生涯学習者としての基盤は、家庭教育と学校教育によって形成される。自律的な生

涯学習者の育成という観点から、学校教育や家庭教育を問い直し、それぞれの役割と

責任を再構築することも施策としての重要な取り組みと言えよう。 

 

○その他 

施策の狙いを年度ごとに焦点化しながら、事業の前向きなスクラップ＆ビルドの発

想も不可欠です。教育事業は「知・徳・体どれも重要」、「学校・家庭・地域だれもが

頑張れ」といずれも手を抜くことができない前提ですが、今日の尐ない資源の状況で

は、年度ごとに優先性や段階性をつけて重点化して取り組む必要があるように思いま

す。 


